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機密性3

〒

※平成21年度から平成28年度までの8年間の累計を記載しております。

神奈川支部

けんぽ薬局　御中 〒240-8515

横浜市保土ケ谷区神戸町134

横浜ビジネスパーク・イーストタワー2階

TEL： 045-339-5533

ジェネリック医薬品軽減額通知をお送りしております

　協会けんぽでは、処方されたお薬をジェネリック医薬品に切り替えた場合

に、どのくらいお薬代（薬剤料）が軽減されるか試算した「ジェネリック医

薬品軽減通知」について、自己負担額が一定額以上安くなることが見込まれ

る加入者の方へお送りしています。

　平成28年度においては、この通知を約610万人の方に送付し、約154万人

の方がジェネリック医薬品に切り替えられました。

　協会けんぽでは、この通知の送付を平成21年度から実施しており、平成

21年度から平成28年度までの8年間の累計では、約875億円（単純推計ベー

ス）もの軽減効果がありました。

　本年度においても、平成29年8月に約358万人の方に、平成30年2月に

は、約345万人の方に送付しました。

240-8515

横浜市保土ヶ谷区神戸町１３４

全国健康保険協会

　全国健康保険協会（協会けんぽ）の事業運営につきまして、平素より格段のご高配を賜り、厚く

お礼申し上げます。

　さて、国においては、ジェネリック医薬品（後発医薬品）の普及促進を図るため、

「2020年（平成32年）9月までに80%以上」との数量シェア目標を定めました。

　協会けんぽといたしましても、加入者の方のお薬代や保険料の負担軽減に繋がることから、

ジェネリック医薬品の普及促進の取組みを積極的に進めております。

　この度、普及促進に向けた取組みの一環として、協会けんぽ加入者の方のレセプトを集計し、

地域におけるジェネリック医薬品使用割合等について、薬局様へ情報提供を行うことといたし

ました。

　ジェネリック医薬品の取扱をご検討される際の参考資料として、ご活用いただければ幸いです。

○ジェネリック医薬品軽減額通知による軽減効果額等

送付者数（のべ）

神奈川支部 約78万人 約19万人 24.6% 約35億円

ジェネリック医薬品希望シールをお配りしております

切替者数（のべ） 切替率 軽減効果額／年

全　国 約1,928万人 約503万人 26.1% 約875億円

147

うち、ジェネリック医薬品を処方した加入者数 (人) 119 102 107

協会けんぽ加入者への処方状況

　協会けんぽでは、加入者の方がジェネリック医薬品の処方を希望されている場

合、その意思表示をサポートするためのツールとして、健康保険証やお薬手帳に貼

り付けて使用できる「ジェネリック医薬品希望シール」をお配りしています。貴薬

局での配布にご協力いただける場合は、協会けんぽ神奈川支部までご連絡をいただ

きますようお願い申し上げます。

　加入者の方から下図のように提示があった際には、ジェネリック医薬品について

の説明をお願い申し上げます。

　協会けんぽ加入者の方の平成29年10月分のレセプトを分析し、「貴薬局」「二次医療圏平均」「県平均」そ

れぞれのジェネリック医薬品の処方数量等を算出しました。

けんぽ薬局 貴 薬 局 二次医療圏平均 県 平 均

人

数

 平成29年10月に貴薬局にて医薬品を処方

 した協会けんぽの加入者数

健康保険証への貼付の例 お薬手帳への貼付の例 ジェネリック医薬品を処方した加入者の割合 (％) 79.3 72.5

(人) 150 140

4,408

うち、ジェネリック医薬品の処方数量 13,000 9,324 10,263

72.4

数

量

 平成29年10月に処方された薬剤数量 30,000 20,302 21,856

うち、ジェネリック医薬品のある先発医薬品の処方数量 5,000 4,424

1,121,957

うち、ジェネリック医薬品の薬剤金額（10割） (円) 300,000 185,397 207,571

ジェネリック医薬品処方割合 (％) 70.0 67.8 70.0

 平成29年10月に処方された薬剤金額 (円) 1,000,000 1,068,179

ジェネリック医薬品金額割合（10割） (％) 20.0 17.4 18.5

金

額

※処方数量の多い薬局様にお送りしています。 
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全国（協会けんぽ加入者）のジェネリック医薬品処方割合 薬効分類別のジェネリック医薬品処方割合

　協会けんぽ加入者の方の平成29年10月分のレセプトを分析し、各都道府県におけるジェネリック医薬品の

処方割合を算出しました。他の都道府県と比較することで、貴薬局が所在する県のジェネリック医薬品処方割

合の位置付けと、国が定めた目標「2020年（平成32年）9月までに80%以上」の達成状況を把握することが

できます。

　協会けんぽ加入者の方の平成29年10月分のレセプトを分析し、「貴薬局」「県平均」「全国平均」それぞれの薬

効分類別のジェネリック医薬品処方割合を算出しました。県平均及び全国平均と比較することで、貴薬局の薬効分類

別のジェネリック医薬品処方割合の位置付けと、国が定めた目標「2020年（平成32年）9月までに80%以上」の達

成状況を把握することができます。

循環器官用薬
中枢神経系用

薬
消化器官用薬 外皮用薬

その他の代謝

性医薬品

血液・体液用

薬

アレルギー用

薬
呼吸器官用薬 感覚器官用薬 ビタミン剤

処方数量 7.0 3.0 3.0 1.2 0.9 0.6 0.4 0.5 0.4 0.3

貴薬局 70.0% 60.0% 78.0% 14.0% 80.0% 90.0% 75.0% 77.0% 33.0% 90.0%

県平均 71.7% 63.2% 77.3% 42.9% 70.4% 93.7% 64.5% 68.7% 54.9% 96.5%

全国平均 72.2% 63.6% 80.5% 44.4%

ジェネリック医薬品処方割合の位置付け（神奈川県内） 神奈川県内（協会けんぽ加入者）のジェネリック医薬品処方割合

　協会けんぽ加入者の方の平成29年10月分のレセプトを分析し、「ジェネリック医薬品処方割合」と「医薬品処方

数量」を用いた神奈川県内に所在する薬局の分布図を作成しました。神奈川県内の薬局群と比較することで、貴薬局

のジェネリック医薬品処方割合の位置付けと、国が定めた目標「2020年（平成32年）9月までに80%以上」の達成

状況を把握することができます。

　協会けんぽ加入者の方の平成29年10月分のレセプトを分析し、神奈川県内におけるジェネリック医薬品の処方割

合を算出しました。他の市区町村と比較することで、貴薬局が所在する市区町村のジェネリック医薬品処方割合の位

置付けを把握することができます。

71.2% 93.1% 66.5% 74.1% 60.2% 96.5%
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◆貴薬局  ●県内の薬局 
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全国平均71.3% 



ジェネリック医薬品 
使用割合８０％をめざして 

平成３０年７月１日 

 

 

パネルディスカッション用資料 



＜内 容＞ 

１．後発医薬品使用促進の背景 

２．協会けんぽの取り組み 

３．協会けんぽのデータから見える 

  神奈川の課題 

４．協会けんぽからのお願い 



１．後発医薬品使用促進の背景 
 



国民医療費の推移 
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剤医療費 

健保連推計 
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（出所）厚生労働省保健局「国民医療費の概況」および健康保険組合連合
会「２０２５年度に向けた国民医療費等の推計」（平成２７年９月）より作成 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年度 国民医療費 
うち薬局調
剤医療費 

1985 １６．０ 

1990 ２０．６ 

1995 ２７．０ １．３ 

2000 ３０．１ ２．８ 

2005 ３３．１ ４．６ 

2010 ３７．４ ６．１ 

2015 ４２．４ ８．０ 

医科診療 ３０．０兆円 
歯科診療  ２．８ 
薬局調剤  ８．０ 
その他    １．５ 
＜計＞   ４２．４ 

１．後発医薬品使用促進の背景 

※厚生労働省「国民医療費の概況」より作成 

国民医療費の推移（単位：兆円） 

薬局調剤医療費は、２０年間
で約６倍に増加。 

国民医療費増加額（１５．４
兆円）の４割強を占める。 



債務残高（対ＧＤＰ）と国債格付けの国際比較 
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日本 

米国 

英国 

ドイツ 

フランス 

イタリア 

カナダ 

ギリシャ 

Ｓ＆Ｐ 
格付け 

意味合い 国名 

ＡＡＡ 信用力が最大 ドイツ 
カナダ 

ＡＡ＋ 信用力が極めて高い 米国 

ＡＡ  〃 英国 
フランス 
（韓国） 

 ： 

Ａ＋ 信用力が高い 日本 
（中国） 

 ： 

ＢＢＢ 信用力十分 イタリア 

 ： 

Ｂ 信用力に問題あり ギリシャ 
（出所）財務省ウェブサイト（出典：ＯＥＣＤ“Ｅｃｏｎｏｍｉｃ Ｏｕｔｌｏｏｋ ９８）（左グラフ）、 
    およびＳ＆Ｐウェブサイト（ソブリン格付けリスト）より作成 

（平成３０年５月３１日現在） 

（注）数値は一般政府（中央政府、地方政府、社会保障基金の合計）ベース 
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１．後発医薬品使用促進の背景 

債務残高（対ＧＤＰ）は
債務危機に陥ったギ
リシャよりも高い 

Ｓ＆Ｐの格付けは 

１９９２年のＡＡＡか
らＡ＋までダウン 



使用促進が求められる後発医薬品 
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１．後発医薬品使用促進の背景 

骨太の方針（経済財政運営と改革の基本方針２０１７） 

• 「２０２０年（平成３２年）９月までに、後発医薬品の使用割合
を８０％とし、できる限り早期に達成できるよう、更なる使用
促進策を検討する。」 

神奈川県医療費適正化計画（２０１８～２０２３年度） 

• 「平成２９年３月の全国の普及率が６８．６％であるのに対
し、神奈川県の普及率は６７．１％であり、平成２７年３月
（全国５８．４％、神奈川県５８．０％）と比較して全国の普及
率との差が拡大していることから、目標値の達成に向けて
更なる取組が必要となっています。」 



後発医薬品使用割合の推移と目標 
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１．後発医薬品使用促進の背景 

51.2% 

58.4% 
63.1% 

68.6% 
71.9% 

50.7% 

58.0% 
62.1% 

67.1% 
70.4% 

目標 

80.0% 

40.0%

60.0%

80.0%

H26.3 H27.3 H28.3 H29.3 H30.1 H32.9

全国 

神奈川県 

厚生労働省医政局経済課による 

「後発医薬品使用促進事業重点地域」指定 

    （注）「使用割合」とは、「後発医薬品のある先発医薬品」および「後発医薬品」を分母とした「後発医薬品」の割合をいう。 
 
（出所）厚生労働省「最近の調剤医療費（電算処理分）の動向」 

全国比▲１．５％ポイント 
かつ全国との差が拡大傾向 
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１．後発医薬品使用促進の背景 

「後発医薬品に関するアンケート」 

平成２７年度に神奈川県後発医薬品使用促進協議会が実施したアンケートより 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

県民においては、後発医薬品に漠然とした不安を
抱いている 

医療関係者においては、後発医薬品の使用を否
定している状況ではないが後発医薬品に関する
情報の不足を感じている 

（出所）神奈川県医療費適正化計画（平成３０（２０１８）年度～平成３５（２０２３）年度） 



２．協会けんぽの取り組み 
 



協会けんぽの概要 

◇加入事業所数（29年3月末） 

 

  

 

 

 

 

 

◇加入者数（29年3月末、万人） 

 

 

 

 

※カッコ内は前年同月比増減 
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２．協会けんぽの取り組み 

健康保険組合 
（Ｈ29年３月末） 

1,399組合 
2,946万人 

◇保険者の位置づけ 

共済組合 
（Ｈ26年3月末） 

85組合 
891万人 

後
期
高
齢
者
医
療
制
度 

 
 
 

現
役
世
代
が
医
療
費
を
負
担 

協会けんぽ 
（Ｈ29年3月末） 

3,807万人 

国民健康保険（Ｈ27年3月末） 

1,716市町村 3,302万人、 
164国保組合 291万人 

組合の 
解散等 

協会から
独立 

（Ｈ28年3月末
速報） 

47広域連合 
1,624万人 

０～７４歳 ７５歳～ 

給
与
所
得
者 

自
営
業
、 

無
職
等 

全   国 神奈川支部 

1,994,022 
（+7.3%） 

103,424 
（+14.6%） 

全   国 神奈川支部 

３，８０７ 
（+2.4%） 

１４９．４
（+5.0%） 

加入事業所数の３／４以上
が従業員９人以下 



協会けんぽの財政（実績と試算結果） 
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２．協会けんぽの取り組み 

（億円） 

（出所）協会けんぽ第８６回運営委員会（平成２９年９月１４日）資料。 
     なお、上記試算結果の前提条件は、保険料率は１０％据え置き、賃金上昇率は０％で一定。また、医療給付費 
    は、２６年度から２８年度の協会けんぽ等の医療費の伸びの実績等を勘案したもの。 



２．協会けんぽの取り組み 

医療費適正化に向けた取り組み 

•服用する薬をジェネリック医薬品に切り替えた場合の自己負担の軽減額を加入者に通知
しています。 

ジェネリック医薬品の使用促進 

•医療機関からの保険請求の点検をしています。 

•経費の削減に取り組んでいます。 

レセプト点検・経費削減 

•健康づくりの入り口として健診や保健指導、重症化予防の取り組みを進めるとともに、２７
年度からは各支部ごとに、地域の特性に応じた「データヘルス計画」を実施しています。 

健診・保健指導 

•加入者のご家族が扶養家族の要件を満たしているかどうかを毎年確認しています。 

扶養家族の再確認 

•審査の厳格化等により、不正受給の防止を図っています。 

健康保険の正しい利用の促進 
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２．協会けんぽの取り組み 

インセンティブ制度の開始（３０年度本格実施） 

  新たに協会けんぽ全支部の後期高齢者支援金に係る保険料率の中に、インセンティブ制度の
財源となる保険料率（0.01％）を設定するとともに、支部ごとの加入者及び事業主の行動等を評
価し、その結果が上位過半数となる支部については、報奨金によるインセンティブを付与。 

制度趣旨 

■特定健診・特定保健指導の実
施率、後発医薬品の使用割合な
どの評価指標に基づき、支部ごと
の実績を評価する 

【制度のイメージ】 

■ランキングで上位過半数に該
当した支部については、支部ごと
の得点数に応じた報奨金によって
段階的な保険料率の引下げを行
う 

支部ごとのランキング 

＜上位＞ ＜下位＞ 

インセンティブ分保険料率 
（0.01％） 

インセンティブ 
（報奨金） 

0 

インセンティブ 

財源負担 

後発医薬品の使用促進等
により、保険料率引き下げ
の可能性が高まる 
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※ 実際に貼るかは 
  加入者の任意 

「お薬手帳」用の 
大きなシールも 

２．協会けんぽの取り組み 

ジェネリック希望シールの配布（加入者向け①） 

加入者のジェネリック医薬品処方希望の意思表示をサポート
するため、保険証に貼れるシールを保険証の郵送時に同封！ 



２．協会けんぽの取り組み 

ジェネリック医薬品軽減額通知サービス（加入者向け②） 

通知 
対象者数 

軽減効果人
数 

軽減額／年 

２８年度１回目 １３４，４８５人 ３１，１８６人 約５．６億円 

２８年度２回目 １３１，８４４人 ３０，８６６人 約５．７億円 

合  計 ２６６，３２９人 ６２，０５２人 約１１．３億円 

（注）軽減額（年）は、「軽減額／月」×１２か月で算出した単純推計値 
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◆神奈川支部における効果額（軽減額） 

 ＜通知対象＞ 
  ・年齢  ２０歳以上の加入者 
  ・軽減可能額 
   医科レセプト ６００円以上 
   調剤レセプト １００円以上（１回目） 
             ５０円以上（２回目） 
  ・対象の医薬品 
   生活習慣病や慢性疾患等 
   （一般的に長期間服用される先発医薬品） 

神奈川支部の切替率は２３．３％（全国比▲２．０％） 
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２．協会けんぽの取り組み 

インセンティブ制度の広報（加入者・事業所向け） 

 

後発医薬品
の使用を呼
び掛け 
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ジェネリック医薬品に関するお知らせ（薬局向け） 

 

２．協会けんぽの取り組み 

個々の薬局に自薬局のＧＥ医薬品
処方割合をお知らせ！ 
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２．協会けんぽの取り組み 

ジェネリック医薬品に関するお知らせ（薬局向け） 

 
神奈川県内の全薬局の中での 
自薬局の位置が把握可能！ 
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２．協会けんぽの取り組み 

後発医薬品使用促進協議会での意見発信 

使用割合に対する現状認識について 

• 使用割合の全国との乖離が広がり、順位も後退しているという現
状認識を踏まえて、県として施策の追加を検討すべき。全国順
位の回復を目指して、従来よりも踏み込んだ施策を立案すべき。 

施策立案について 

• 使用割合を大きく伸ばしている他県の取り組みを参考に追加策
を検討すべき。 

• 使用割合が低い市町村にターゲットを絞り、使用割合が低い要
因を解明して使用促進に取り組むべき。 

（注）平成２９年度神奈川県後発医薬品使用促進協議会（平成２９年１０月開催）における協会けんぽ神奈川支部長の意見要旨。 



３．協会けんぽのデータから見える 
神奈川の課題 



後発医薬品使用割合（協会けんぽ）の推移と目標 
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53.5% 

60.3% 

65.0% 

70.4% 
74.6% 

目標 

80.0% 

52.7% 

59.4% 

63.9% 

68.9% 
72.9% 

40.0%

60.0%

80.0%

H26.3 H27.3 H28.3 H29.3 H30.2 H32.9

全国平均 

神奈川支部 

神奈川支部の使用割合と 
全国平均の差は拡大傾向！ 

（注）「使用割合」とは、「後発医薬品のある先発医薬品」および「後発医薬品」を分母とした「後発医薬品」の割合をいう。 

３．協会けんぽのデータから見える神奈川の課題 



注１．協会けんぽ（一般分）の調剤レセプト（電子レセプトに限る）について集計したもの（算定ベース）。 
注２．「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。 
注３．加入者の適用されている事業所所在地別に集計したもの。 
注４．「新指標」は、[後発医薬品の数量]／（[後発医薬品のある先発医薬品の数量]＋[後発医薬品の数量]）で算出している。医薬品の区分
は、厚生労働省「各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報」による。 
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３．協会けんぽのデータから見える神奈川の課題 

ジェネリック医薬品使用割合（支部別） 
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65.8  
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支部別ジェネリック医薬品使用割合（数量ベース） 

（調剤分）新指標（平成３０年２月診療分） 
全支部
74.6％ 

％ 

＜３８位＞ 

全国順位は３８位まで後退（２６年３月は３０位）！ 



  ２６年３月 ２７年３月 ２８年３月 ２９年３月 ３０年２月 30/2-26/3 

全 国 53.5  60.3  65.0  70.4  74.6  +21.1 

神 奈 川 52.7  59.4  63.9  68.9  72.9  +20.2 

（乖離幅） （▴0.8） （▴0.9） （▴1.1） （▴1.5） （▴1.7） （▴0.9） 

茨 城 50.6  57.9  63.5  69.1  73.6  +23.0 

栃 木 51.9  58.7  64.4  70.2  74.8  +22.9 

群 馬 54.4  61.0  65.4  71.5  76.0  +21.6 

埼 玉 53.6  60.0  64.8  70.4  74.6 +21.0 

千 葉 53.3  60.7  64.8  70.3  74.6  +21.3 

東 京 52.2  58.9  63.2  68.3  72.5  +20.3 

新 潟 54.9  61.4  66.7  72.4  76.8  +21.9 

山 梨 44.9  50.9  55.9  62.1  67.1  +22.2 

長 野 56.4  64.1  68.7  73.6  77.3  +20.9 
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３．協会けんぽのデータから見える神奈川の課題 

ジェネリック医薬品使用割合（関東甲信越１０支部） 

使用割合の伸び（２６年３月比）は１０支部中最小！ 



73.4% 
72.3% 

71.5% 71.1% 
70.0% 69.9% 

68.7% 68.7% 
67.8% 67.8% 

64.6% 

60.0%

63.0%

66.0%
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72.0%
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浦 
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部 
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西 

県
央 

湘
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ジェネリック医薬品使用割合（２次医療圏別） 
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◇調剤薬局所在地別のジェネリック医薬品使用割合（平成２９年１０月診療分） 

３．協会けんぽのデータから見える神奈川の課題 

医療圏により使用割合に大きな差がある！ 

（注）横浜は、旧２次医療圏別で使用割合を算出 

県平均 ７０．０％ 
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３．協会けんぽのデータから見える神奈川の課題 

ジェネリック医薬品使用割合（調剤薬局所在地別） 

     75％超             70～75％未満 
     65～70％未満     65％未満 
（注）町・村については所在郡で使用割合を表示 

使用割合が低い地域は集中 

市町村名 使用割合 

戸 塚 区 ７７．３％ 

瀬 谷 区 ７６．７％ 

川 崎 区 ７６．２％ 

高 座 郡 ７６．１％ 

：         ： 

小 田 原 市 ６４．５％ 

秦 野 市 ６３．３％ 

厚 木 市 ５７．７％ 

伊 勢 原 市 ５３．５％ 

平成２９年１０月診療分 

伊勢原 

厚木 

秦野 

小田原 

戸塚 

瀬谷 

川崎 

高座 



76.1% 

73.2% 73.1% 
72.0% 71.4% 

70.4% 70.3% 
69.0% 

67.5% 67.3% 

63.3% 

57.7% 

53.5% 
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神奈川：70.0％ 

ジェネリック医薬品使用割合（県央・湘南、郡市別） 
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◇調剤薬局所在地別のジェネリック医薬品使用割合（平成２９年１０月診療分） 

３．協会けんぽのデータから見える神奈川の課題 

同じ医療圏の中でも、
大きな差がある！ 
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３．協会けんぽのデータから見える神奈川の課題 

「ジェネリックカルテ」から見える課題（神奈川県） 

都
道
府
県
コ
ー
ド 

都道府
県名 

ジェネリック医薬
品使用割合（全
体） 

【医療機関の視点】                                             

院内処方 院外処方 

院内処方ジェネリック医薬品使用割合 

院内処方率 

院外処方ジェネリック医薬品使用割合         

一般名処方率 
      

入院 

外来 

  病院 診療所 
偏差値 

指標 
数値 

影響度 病院 診療所 

01 北海道 56 71.0  53 61.6  + 0.3 39 74.3  - 0.1 52 58.7  + 0.1 54 61.0  + 0.2 55 20.1  56 73.3  + 1.6 58 73.4  + 0.8 54 73.2  + 0.8 45 43.9  

02 青森 61 72.8  68 69.6  + 1.6 52 78.6  + 0.0 51 58.1  + 0.0 73 71.0  + 1.6 58 17.8  57 73.5  + 1.8 40 67.3  - 0.7 62 75.7  + 2.5 43 43.0  

03 岩手 67 75.5  63 66.9  + 1.2 54 79.3  + 0.0 64 68.7  + 0.4 60 64.1  + 0.6 57 18.8  68 77.4  + 5.0 74 78.8  + 2.0 65 76.8  + 3.0 55 48.1  

04 宮城 60 72.4  58 64.3  + 0.8 46 76.6  - 0.0 51 58.1  + 0.0 60 64.3  + 0.7 57 18.8  59 74.3  + 2.5 56 72.8  + 0.5 59 74.9  + 2.0 47 44.8  

05 秋田 52 69.5  44 57.3  - 0.5 60 81.2  + 0.1 59 64.6  + 0.2 36 51.6  - 0.8 61 16.4  52 71.8  + 0.4 61 74.5  + 1.2 46 70.2  - 0.7 56 48.4  

06 山形 61 72.8  66 68.3  + 1.9 59 80.8  + 0.1 60 65.5  + 0.2 66 67.4  + 1.5 52 22.5  58 74.2  + 2.2 58 73.5  + 0.7 58 74.4  + 1.5 60 50.4  

07 福島 55 70.5  61 65.9  + 1.3 49 77.4  - 0.0 54 60.1  + 0.1 64 66.6  + 1.2 50 23.4  52 71.9  + 0.5 48 69.9  - 0.2 53 72.6  + 0.6 43 42.8  

08 茨城 49 68.3  47 58.7  - 0.3 51 78.2  + 0.0 53 60.0  + 0.1 44 55.9  - 0.4 55 20.5  48 70.8  - 0.4 50 70.5  - 0.0 48 70.9  - 0.4 46 44.4  

09 栃木 46 67.0  42 56.1  - 1.2 43 75.4  - 0.0 50 57.5  + 0.0 40 53.6  - 1.0 39 31.2  51 71.7  + 0.3 47 69.7  - 0.2 53 72.5  + 0.5 63 51.8  

10 群馬 52 69.5  56 63.5  + 1.2 52 78.4  + 0.0 51 58.2  + 0.0 59 63.8  + 1.3 33 35.8  55 72.9  + 1.0 52 71.3  + 0.1 56 73.7  + 0.9 58 49.3  

11 埼玉 53 69.7  49 59.7  - 0.1 47 76.7  - 0.0 54 60.3  + 0.1 47 57.6  - 0.2 57 19.0  52 72.0  + 0.6 53 71.7  + 0.3 52 72.2  + 0.3 53 47.4  

12 千葉 53 70.0  52 61.4  + 0.2 57 80.1  + 0.0 61 66.5  + 0.4 46 56.9  - 0.3 57 18.7  52 71.9  + 0.5 51 71.0  + 0.1 52 72.3  + 0.4 45 43.9  

13 東京 41 65.2  42 55.8  - 0.7 56 79.8  + 0.0 42 51.3  - 0.3 38 52.7  - 0.6 59 17.2  37 67.0  - 3.6 39 67.0  - 0.8 37 67.0  - 2.8 39 41.1  

14 神奈川 50 68.6  48 59.4  - 0.1 58 80.7  + 0.0 58 63.8  + 0.2 39 53.2  - 0.5 65 13.3  46 70.0  - 1.2 53 71.7  + 0.2 44 69.3  - 1.5 50 45.9  

ジェネリックカルテとは・・・ 

地域ごとの阻害要因を「見える化」。対策の優先順位をつけ、取組のパフォーマンス
を高める。 

ジェネリックカルテ（Ｈ２９.１０） 緑色：偏差値５０以上の項目 赤色：偏差値５０以下の項目 ※色が濃いほど偏差値が高い（低い） 
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３．協会けんぽのデータから見える神奈川の課題 

「ジェネリックカルテ」から見える課題（神奈川県） 

視  点 全 国 神奈川 

【医療機関の視点】 

院内処方ＧＥ使用割合(%) ６０．２ ５９．４ 

院外処方ＧＥ使用割合(%) ７１．３ ７０．０ 

院外処方一般名処方率(%) ４５．９ ４５．９ 

【薬局の視点】 

（再掲）院外処方ＧＥ使用割合(%) ７１．３ ７０．０ 

一般名処方限定調剤ＧＥ使用割合(%) ８１．０ ７８．４ 

【患者の視点】 

加入者ＧＥ拒否割合(%) １８．４ ２０．０ 

公費対象者ＧＥ使用割合(%) ５８．０ ６０．６ 

ＧＥ使用割合（％） ６８．７ ６８．６ 

（注）平成２９年１０月診療分 

神奈川は、院内処方・院外
処方ともに後発医薬品使用
割合が低い。 

神奈川は、一般名処方の後
発医薬品使用割合が低い。 

神奈川は、後発医薬品を拒
否する加入者の割合が高
い。 
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３．協会けんぽのデータから見える神奈川の課題 

「ジェネリックカルテ」から見える課題（２次医療圏別） 

視  点 県平均 湘南東部 湘南西部 県 央 

【医療機関の視点】 

院内処方ＧＥ使用割合(%) ５９．４ ６４．１ ６２．２ ５５．６ 

院外処方ＧＥ使用割合(%) ７０．０ ６９．９ ６４．６ ６７．８ 

院外処方一般名処方率(%) ４５．９ ４３．５ ３９．７ ４４．９ 

【薬局の視点】 

（再掲）院外処方ＧＥ使用割合(%) ７０．０ ６９．９ ６４．６ ６７．８ 

一般名処方限定調剤ＧＥ使用割合(%) ７８．４ ７９．５ ８０．７ ７６．７ 

【患者の視点】 

加入者ＧＥ拒否割合(%) ２０．０ １９．８ １９．６ ２０．７ 

公費対象者ＧＥ使用割合(%) ６０．６ ５９．９ ５１．２ ６０．３ 

ＧＥ使用割合（％） ６８．６ ６９．２ ６４．２ ６５．７ 

（注）平成２９年１０月診療分 
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３．協会けんぽのデータから見える神奈川の課題 

二次医療圏ごとの課題 

•院外処方・院内処方ともジェネリック使用割合を引き上げること 

• このため、院外処方の一般名処方率を向上させること 

•加入者のジェネリック拒否割合を下げること 

県央の課題 

•院外処方の一般名処方率を向上させ、院外処方のジェネリック使用割
合を上げること 

•公費対象者のジェネリック使用割合を上げること 

湘南西部の課題 

•院外処方の一般名処方率を向上させ、院外処方のジェネリック使用割
合を上げること 

•公費対象者のジェネリック使用割合を上げること 

湘南東部の課題 



４．協会けんぽからのお願い 
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４．協会けんぽからのお願い 

転換点の平成３０年度 

• 「後発医薬品使用割合８０％」を目標とする医療費適正化計画がスタート 

「神奈川県医療費適正化計画」スタート 

•厚労省が「使用促進が進んでいない都道府県」として神奈川県等を指定 

「使用促進事業重点地域」指定 

•後発医薬品使用割合等が支部の保険料率に反映される制度がスタート 

協会けんぽ「インセンティブ制度」本格実施 

•国保の安定的な財政運営などを目的とした国保改革がスタート 

国保の都道府県化 
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後発医薬品使用による加入者・県民のメリット 

• 薬代（薬剤料）の自己負担額の軽減       
（２８年度の実績：一人当たり約１８千円／年） 

自己負担額の軽減（直接的なメリット） 

• 医療給付費適正化による保険料率の逓減 

• インセンティブ制度による保険料率の逓減 

保険料率の逓減（間接的なメリット） 

４．協会けんぽからのお願い 
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４．協会けんぽからのお願い 

医療機関・調剤薬局のみなさまへのお願い 

協会けんぽの軽減額通知サービスでは・・・ 

約４人に１人しか
切替えない 

ジェネリック医薬品 
に対する不安 

◎医療機関・調剤薬局から 
       より積極的なジェネリック医薬品の勧奨を 

◎不安を抱いている患者様の背中を押す情報提供を 

不安解消へのご協力を！（特に初診の方へ） 



2018/07/01 ©全国健康保険協会神奈川支部 35 

４．協会けんぽからのお願い 

協会けんぽ神奈川支部の今後の取り組み（予定） 

• ジェネリックカルテを用いた、施策の優先順位付け。 

• カルテを踏まえた自治体や関係団体へのアプローチ。 

「ジェネリックカルテ」を用いた施策の検討 

• 加入者向けの軽減額通知の継続送付。 

ジェネリック医薬品軽減額通知サービス 

• 薬局に続き、医療機関へも「ジェネリック医薬品に関するお知
らせ」（医療機関向け）を送付。 

「見える化」ツールに基づく医療機関・調剤薬局へのアプローチ 



ご清聴、ありがとうございました。 


